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(57)【要約】
本発明は、量子化操作（Ｑ）を適用する所定種類の符号
化によって圧縮符号化し（ＣＯＤ）、その後に復号化し
た（ＤＥＣ）信号の処理に関するものであり、このため
、復号化した信号（Ｓ*）中に量子化ノイズが存在する
。本発明の信号処理は、量子化ノイズの低減（ＴＢＱ）
を復号化した信号（Ｓ）に、好適には次の方法で適用す
ることを含む：まず、圧縮符号化の種類についての情報
（ＩＮＦ）を取得し、符号化が発生し得た量子化ノイズ
（ＢＱ）を推定することによって、この情報に適応させ
た量子化ノイズ低減用のモデルを選択し、選択したモデ
ルに応じて、復号化した信号（Ｓ*）に量子化ノイズを
低減するための処理（ＦＩＬ）を適用する。
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【特許請求の範囲】
【請求項１】
　量子化操作を適用する所定種類の符号化によって圧縮符号化し（ＣＯＤ）、その後に復
号化した（ＤＥＣ）信号を処理する方法において、
　圧縮符号化の種類について先験的に得られ、前記信号の特性とは無関係である情報（Ｉ
ＮＦ）に基づいて、前記圧縮符号化によって導入された量子化ノイズを推定するステップ
（Ｓ４）と、
　前記復号化した信号に推定量子化ノイズ低減処理（ＴＢＱ）を適用する（Ｓ６）ために
、前記復号化した信号に適用するフィルタリング関数を、前記推定した量子化ノイズに基
づいて決定する（Ｓ５）ステップと
を含むことを特徴とする信号処理方法。
【請求項２】
　請求項１に記載の方法において、
　前記情報（ＩＮＦ）に基づいて、量子化ノイズ低減モデルを選定するステップ（Ｓ３）
と、
　前記選定したモデルに応じて、前記量子化ノイズ低減処理を、前記復号化した信号（Ｓ
*）に適用するステップ（Ｓ６）と
を含むことを特徴とする方法。
【請求項３】
　請求項２に記載の方法において、
　前記選定したモデル（Ｓ３）に基づいて、前記圧縮符号化によって導入された前記量子
化ノイズを推定する（Ｓ４）ことを特徴とする方法。
【請求項４】
　請求項１に記載の方法において、
　前記情報（ＩＮＦ）に基づいて、前記量子化ノイズ（ＲＳＢ）の変化（図４）を、前記
復号化した信号の少なくとも１つのパラメータ（Γ）の関数として推定するステップと、
　前記復号化した信号の前記パラメータ（Γ）の現在値に応じて（Ｓ５２，Ｓ５３）、前
記量子化ノイズを推定して（Ｓ５５，Ｓ５６）、前記パラメータ（Γ）の現在値を有する
前記復号化した信号に適用する（Ｓ５８）前記フィルタリング関数を決定する（Ｓ５７）
ステップと
を含むことを特徴とする方法。
【請求項５】
　請求項１に記載の方法において、
　信号対量子化ノイズ比（ＲＳＢ）の変化モデル（図４）を、前記復号化した信号の少な
くとも１つのパラメータ（Γ）の関数として、前記先験的に得られた情報から導出するこ
とを特徴とする方法。
【請求項６】
　請求項５に記載の方法において、
　前記量子化ノイズのスペクトル配色を、前記先験的に得られた情報から導出し、前記ス
ペクトル配色も考慮して、前記復号化した信号に適用する前記フィルタリング関数を決定
することを特徴とする方法。
【請求項７】
　請求項１～６のいずれかに記載の方法において、
　前記先験的に得られた情報は、符号器の宣言手順中に得られることを特徴とする方法。
【請求項８】
　請求項１～７のいずれかに記載の方法において、
　前記圧縮符号化の種類が、G.711規格による符号化であることを特徴とする方法。
【請求項９】
　量子化操作を適用する所定種類の符号化によって最初に圧縮符号化し、その後に復号化
した信号を処理する装置（ＴＢＱ）において、
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　圧縮符号化の種類について先験的に得られ、前記信号の特性とは無関係である情報（Ｉ
ＮＦ）に基づいて、前記圧縮符号化によって導入された量子化ノイズ（ＢＱ）を推定する
手段と、
　前記復号化した信号に推定量子化ノイズ低減処理（ＦＩＬ）を適用する（Ｓ６）ために
、前記復号化した信号に適用するフィルタリング関数を、前記推定した量子化ノイズに基
づいて決定する手段と
を備えていることを特徴とする信号処理装置。
【請求項１０】
　請求項９に記載の装置において、
　復号器内の、復号化装置（ＤＥＣ）の下流に内蔵されていることを特徴とする装置。
【請求項１１】
　量子化操作を適用する所定種類の符号化によって最初に圧縮符号化し、その後に復号化
した信号を処理する装置（ＴＢＱ）のメモリに記憶されるように設計されたコンピュータ
プログラムにおいて、
　前記信号を処理する装置のプロセッサによって当該命令が実行されると、
　圧縮符号化の種類について先験的に得られ、前記信号の特性とは無関係である情報（Ｉ
ＮＦ）に基づいて、前記圧縮符号化によって導入された量子化ノイズ（ＢＱ）を推定する
ための命令と、
　前記推定した量子化ノイズを低減するフィルタ（ＦＩＬ）のパラメータ（ＰＡＲ）を計
算するための命令と
を含むことを特徴とするコンピュータプログラム。

【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は信号処理に関するものであり、特に、電気通信分野におけるデジタル信号の信
号処理に関するものであり、これらの信号は、例えば音声、音楽、ビデオ又は他の信号と
することができる。
【背景技術】
【０００２】
　通常、オーディオ信号及び／又はビデオ信号を十分な品質で伝送するために必要なビッ
トレートは、電気通信における重要なパラメータである。このパラメータを低減し、同一
のネットワーク経由で可能な通信の数を増加させるために、特に、信号を伝送するために
必要な情報の量を圧縮するためのオーディオ符号器が開発されてきた。
【０００３】
　特定の符号器は、特に高い情報の圧縮比を達成することができる。こうした符号器は通
常、情報をモデル化し量子化するための先進技術を用いている。従って、こうした符号器
は、信号のモデル又は部分データしか伝送しない。
【０００４】
　復号化信号は、（量子化操作により情報の一部が伝送されていないので）原信号とは同
一でないが、それにもかかわらず、復号化信号は原信号に非常な類似性を留めている。数
学的観点からの、復号化信号と原信号との相違を、「量子化ノイズ」と称する。この相違
は、符号化－復号化によって導入された「歪み」と言うこともできる。
【０００５】
　信号の圧縮処理は、量子化ノイズを最小にするように設計されることが多く、特に、オ
ーディオ信号の処理を含む際は、量子化ノイズをできる限り不可聴にするように設計され
る。従って、この量子化ノイズを「マスキング」する目的で、ヒアリングの心理音響特性
を考慮する技術が存在する。しかし、可能な最低ビットレートを得るためには、時として
、量子化ノイズが可聴なまま残ることがあり、このことは、特定の状況では、信号の了解
度を劣化させる。
【０００６】
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　このノイズを低減するために、２つの技術群が通常用いられる。
【０００７】
　まず、例えば、ＣＥＬＰ（符号励振線形予測Coded Excited Linear Prediction）型の
音声復号器で用いられるタイプの知覚ポストフィルタを用いることができる。これは、歪
みという代償を払って主観的品質を改善するフィルタリングを含む。具体的には、信号の
減衰を、量子化ノイズが最も耳につく区間（特に、２つのホルマント間）に適用する。現
在の知覚的なポストフィルタは、音声信号に対しては良好な結果を与えるが、他の種類の
信号（例えば音楽信号）に対しては、より良好でない結果を与える。
【０００８】
　具体的には、符号化音声を改善するためのポストフィルタは、特に非特許文献１に記載
されている。記載されたモデルは、次の２つの区分への分割に基づく：
　「長期」区分は、高調波（基本周波数の高調波）を強化し、２つの高調波間にスペクト
ルの谷間を開ける。
　「短期」区分は、ホルマントを強化し、２つのホルマント間にスペクトルの谷間を開け
る。
　高調波とホルマントは、音声の周知のスペクトル特性であるが、この種の処理を音声以
外の信号に適用することは、大きな歪みを生成する。例えば、音楽信号の豊富なスペクト
ルは、こうした単純な信号モデルで処理することができない。
【０００９】
　従って、知覚ポストフィルタは歪みを発生し得る、というのは、これらは十分正確でな
いモデルに基づくからである。さらに、知覚ポストフィルタは通常、無音の期間中は無効
である。これらの問題は、ＣＥＬＰ型ではない復号器、例えばG.711規格またはG.722規格
の範囲内の復号器に、この種の知覚フィルタを内蔵させることを最初に追求した出願人が
、実験的に気付くことができた。
【００１０】
　他の処理群は、有効信号をスプリアスノイズ（不要輻射雑音）と区別するための、従来
のノイズ低減処理を目標としている。従って、この種の処理は、信号捕捉の環境に関連す
るノイズを低減することを可能にし、音声信号用に用いられることが多い。しかし、この
例では、この処理を、音を拾う環境に関連するノイズに対して透明にすることができず、
このことは特に、音楽信号の符号化にとって問題を生じさせる。従って、符号化／復号化
に当たり、周囲ノイズを伝送することは望むことができ、従って、このノイズ低減は、こ
の種のノイズには適用しないことが望ましい。
【先行技術文献】
【非特許文献】
【００１１】
【非特許文献１】Chen J.H., Gersho A., （チェン・ジェイ・エッチ，ゲルショー・エー
） “Adaptive Postfiltering for Quality Enhancement of Coded Speech” 「符号化音
声の品質の向上のための適応的ポストフィルタリング」, IEEE Trans. On Speech and Au
dio Proc.（音声及びオーディオ処理に関するアイ・イー・イー・イー・トランザクショ
ン），１９９５年１月
【発明の概要】
【課題を解決するための手段】
【００１２】
　本発明は、上記状況を改善する。
【００１３】
　従って、本発明は、量子化操作を適用する所定種類の符号化により圧縮符号化し、その
後に復号化した信号を処理する方法を提案する。
【００１４】
　本発明に関する方法は、圧縮符号化の種類について先験的に得られた、信号の特性とは
無関係である情報に基づいて、圧縮符号化によって導入された量子化ノイズを推定するス
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テップと、復号化した信号に推定量子化ノイズ低減処理を適用するために、復号化した信
号に適用するフィルタリング関数を、推定した量子化ノイズに基づいて決定するステップ
とを含む。
【００１５】
　「ノイズ－低減処理」とは、この例では、上述した種類の操作を意味し、この操作は、
処理する信号から有効信号を抽出すること、及び、例えば、復号化した信号に適用するフ
ィルタにおいて動作するゲイン関数を規定することによって、スプリアス信号をフィルタ
処理することから成る。この例では、量子化ノイズはこのようにしてフィルタ処理される
。
【００１６】
　従って、これは従来のノイズ低減の問題であるが、この例では、量子化ノイズを低減す
るために適用される。このノイズ低減は、非特許文献１に記載された種類の知覚的ポスト
フィルタには全く類似しておらず、この知覚的ポストフィルタは、信号の特性及び動特性
に完全に基づくのに対し、本発明の範囲内のノイズ低減処理はむしろ、量子化ノイズの測
定に基づく。
【００１７】
　好適例では：
　圧縮符号化の種類についての情報に基づいて、量子化ノイズ低減モデルを選定し、
　選定したモデルに応じて、量子化ノイズ低減処理を、復号化した信号に適用する。
【００１８】
　特に、一旦、モデルを選定すると：
　このモデルに基づいて、圧縮符号化が導入した量子化ノイズを推定し、
　推定した量子化ノイズに基づき、復号化した信号に量子化ノイズ低減処理を適用するた
めに、復号化した信号に適用するフィルタリング関数（及び特に、このフィルタリング関
数のパラメータ）を決定する。
【００１９】
　従って、実行する各種類の圧縮符号化に特有の種類のノイズ低減処理が提供される。ノ
イズ低減フィルタの特性（ゲイン関数の種類、ゲイン関数のパラメータ、等）を推定する
方法そのものは、実行する符号化の種類に依存する。
【００２０】
　特に、以下に挙げる好適な実施例では、量子化ノイズ自体が、実行する符号化の種類に
大きく依存することがわかる。量子化ノイズの変化を、復号化した信号の変化の関数とし
て確立することができること、及び、この量子化ノイズの変化は、使用する符号化の種類
に特有であることがわかる。
【００２１】
　従って、有利な好適例では：
　符号化の種類の情報に基づいて、量子化ノイズの変化を、復号化した信号の少なくとも
１つのパラメータの関数として推定し、
　復号化した信号中のこのパラメータの現在値に応じて、量子化ノイズを推定して、この
パラメータの現在値を有する復号化した信号に適用するフィルタリング関数を決定する。
【００２２】
　従って、圧縮符号化の種類についての情報は、信号の特性とは無関係の先験的情報であ
り、これより、次のものを有利に推定することができることは明らかである：
　復号化した信号の少なくとも１つのパラメータの関数としての、信号対量子化ノイズ比
の変化モデル、及び／又は、
　量子化ノイズのスペクトル配色（即ち、復号化した信号の特性の関数としての、量子化
ノイズのスペクトル変化）。
【００２３】
　１つの可能な好適例では、圧縮符号化の種類についての上記先験的情報は、符号器の宣
言手続き中に得られる。
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【００２４】
　本発明は、圧縮符号化の種類がG.711規格による符号化である状況に特に適している。
【００２５】
　本発明の他の主題は、所定種類の符号化により最初に圧縮符号化し、その後に復号化し
た信号を処理する装置である。この装置は：
　圧縮符号化の種類について先験的に得られた、信号の特性とは無関係の情報に基づいて
、圧縮符号化によって導入された量子化ノイズを推定する手段と、
　復号化した信号に推定量子化ノイズ低減処理を適用するために、復号化した信号に適用
するフィルタリング関数を、推定した量子化ノイズに基づいて決定する手段と
を備えている。
【００２６】
　より一般的には、この装置は、上述した方法を適用する手段を備えていることが有利で
ある。
【００２７】
　こうした装置は、図１に示すように、復号器内の、復号化装置の下流に内蔵されている
ことが有利であり、図１は、復号化装置ＤＥＣの下流にある前述した種類の装置ＴＢＱを
示す。図１は、以下で詳細に説明する。
【００２８】
　本発明の他の主題は、前述した種類の処理装置のメモリに記憶されるように設計したコ
ンピュータプログラムであり、このプログラムは、当該命令を処理装置のプロセッサによ
って実行すると、量子化ノイズ、及び量子化ノイズ低減フィルタのパラメータを計算する
ための命令を含む。
【００２９】
　有利な好適例は、使用する符号化の種類毎に命令セットを用意すること、及び、各命令
セットにおいて、量子化ノイズの変化を復号化信号の関数として規定することから成る。
従って、上記先験的な情報を受信すると、適切な命令セットを選択する。この命令セット
により：
　復号化信号中に存在する量子化ノイズを計算し、
　この量子化ノイズに対応してポストフィルタのパラメータを計算して、この量子化ノイ
ズを制限し、さらには除去する。
【００３０】
　使用する符号化の種類について行った観測（以下に説明する好適な実施例による理論的
又は実験的観測）に基づいて、量子化ノイズの変化についての命令は、オフラインでプロ
グラムすることができる。これらの命令を実行する方法自体は、以下で図２及び図５を参
照して詳細に説明し、図２及び図５は、本発明の範囲内のコンピュータプログラムのフロ
ーチャートを形成することができる。
【００３１】
　従って、本発明は、復号化後に実行され、符号器が実行する量子化操作の特性について
の先験的情報を用いる後処理を提案する。信号を処理するために選定される処理（又は、
上記一般用語によれば「処理モデル」）の種類は、信号自体の特性とは無関係である。当
然、処理自体（特に、ゲイン関数の推定）は、信号に依存することができ、例えば、この
信号のエネルギー又は電力に依存することができる。他方では、この処理が、音楽信号の
処理を含んでも、音声信号の処理を含んでも、（高調波、パルス、等の性質の）他のあら
ゆる信号の処理を含んでも、処理の種類は同じであり、例えば、受信し復号化したフレー
ムのエネルギーのみに基づく。具体的には、量子化ノイズの特性を、特に、種々の符号器
群の関数として、理論的方法で確定することができる。そして、本発明の範囲内で、この
情報を用いて、復号化装置の下流に存在するノイズ低減装置の少なくとも１つのゲイン関
数を規定するために使用する大きさを推定する。
【発明の効果】
【００３２】
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　従って、本発明は、量子化操作を適用する信号の圧縮符号器が通常導入する量子化ノイ
ズ（従って歪み）を低減することを可能にする。
【００３３】
　本発明が提案する１つの利点によれば、そのいかなる修正もせずに、同じ符号化／復号
化の構造を、あらゆる変更を加えることなしに保つことができ、さらに、復号化した信号
のより良好な品質を保証することができ、そしてこのことは、符号器によって送信する情
報量を増加せずに行うことができる。
【００３４】
　他の利点によれば、本発明は、無音の期間中でも、量子化ノイズのみを有利に低減する
ことができ、そしてこのことは、あらゆる種類の信号に対して行うことができる。
【００３５】
　さらに他の利点によれば、本発明の適用は、通常のノイズ低減を生じさせず、従って、
信号の捕捉の環境に関連するノイズを変更しない。
【００３６】
　本発明の適用は、単に、使用する符号器の種類についての先験的情報（例えば、符号器
の圧縮モデルの特性、量子化器の特性、又は他の特性）を用いることによって、信号を歪
ませずに量子化ノイズを低減し、さらには除去することができ、そしてこのことは、あら
ゆる種類の信号に対して行うことができることは、特筆すべきことである。
【００３７】
　本発明は、音声及び音楽の処理の分野において、より一般的には、あらゆる符号器が量
子化ノイズを導入する際の、信号、特に画像の処理において、有利な応用を見出す。
【００３８】
　より一般的には、本発明は、信号の量子化ノイズを低減する必要のある全ての分野に適
用される。
【００３９】
　本発明の他の特徴及び利点は、以下の詳細な説明及び図面を検討すれば明らかになる。
【図面の簡単な説明】
【００４０】
【図１】本発明の範囲内の処理装置の一般構造を概略的に示す図である。
【図２】本発明の範囲内の方法のステップを概略的に示す図である。
【図３】本発明の好適な実施例を示すために、G.711規格による符号化における振幅－圧
縮則（「Ａ則」と称される）の変化を示す図である。
【図４】信号対量子化ノイズ比ＲＳＢの変化を負荷率の関数として示す図であり、この変
化は、図３に示す変化から描いたものである。
【図５】G.711規格による符号化の場合における、好適な処理のステップを示す図であり
、特に図３及び図４の変化の観測に基づく。
【図６】G.722規格による符号化について、信号スペクトル（破線の曲線）及び量子化ノ
イズスペクトル（実線の曲線）の例を示す図である。
【図７】G.722規格による符号化／復号化について、音声信号Ｓ*（*は上付きを示す）（
上部の曲線）及び信号対量子化ノイズ比ＲＳＢ（下部の曲線）の波形例を示す図である。
【図８】G.722規格による符号化／復号化への適用における、８０サンプルのセグメント
毎の、信号対量子化ノイズ比ＲＳＢと信号のエネルギーとの相関を示すドットの群である
。
【図９】G.722規格による符号化／復号化への適用における、信号対量子化ノイズ比ＲＳ
Ｂの推定誤差が6 dBより大きく、信号対量子化ノイズ比ＲＳＢが25 dBより小さい信号セ
グメント（黒色）を示す図である。
【図１０】セグメント毎に、ノイズのエネルギーを信号のエネルギーの関数として表すド
ットの群を反復して示す図であり、この例では、ノイズレベルの推定値（一点鎖線）、推
定値の誤差が6 dBより小さい区間（破線）、及び信号対量子化ノイズ比ＲＳＢが25 dBよ
り大きい限界（実線）を示す。
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【発明を実施するための形態】
【００４１】
　まず図１を参照し、図中の信号Sは：
　既知の種類の符号器ＣＯＤによって、特に、量子化操作Ｑを信号Ｓに適用することによ
って圧縮符号化され、
　伝送チャネルＣＡ経由で送信され、
　符号器ＣＯＤに対応する復号器ＤＥＣによって復号化される。
　このように復号化した信号を記号Ｓ*で表し、従って信号Ｓ*は量子化ノイズを有し、量
子化ノイズは、原信号Ｓに対する差（Ｓ*－Ｓ）として数学的に定義される。
【００４２】
　再び図１を参照すれば、本発明の範囲内で、信号Ｓ*中の量子化ノイズを除去又は少な
くとも制限するために、復号器ＤＥＣの下流に、量子化ノイズ低減処理装置ＴＢＱを設け
る。
【００４３】
　この目的のために、量子化ノイズ低減処理装置ＴＢＱは、使用する符号化／復号化の種
類についての情報ＩＮＦを復号器ＤＥＣから受信するための少なくとも１つの入力端子Ｅ
を備え、情報ＩＮＦは、適用するノイズ低減処理モデルを選定することを可能にする。特
に、受信し復号化した信号Ｓ*に基づき、そして使用した符号化／復号化の種類の関数と
して、受信した信号Ｓ*中の量子化ノイズの影響を推定する。この目的のために、選定し
たモデルに基づき、受信した信号Ｓ*の関数として量子化ノイズＢＱの推定値を与える計
算モジュールを設ける。この計算モジュールは一般に、プロセッサと作業メモリ（図示せ
ず）との組合せの形をとることができる。推定した量子化ノイズＢＱに基づき、従来のフ
ィルタＦＩＬを信号Ｓ*に適用することによって、推定した量子化ノイズＢＱを単純に処
理して、処理した信号Ｓ*

Tを最終的に伝達する。ここでも強調すべきこととして、信号Ｓ
*に適用するフィルタＦＩＬのパラメータＰＡＲ（例えば、信号のフィルタ処理のための
ゲイン関数）は、特に、推定した量子化ノイズＢＱを低減すべく決定する。
【００４４】
　具体的には、図２を参照すれば、使用する符号化／復号化の種類についての受信した情
報ＩＮＦに基づいて（ステップＳ２）、ノイズ低減処理モデルを決定する（ステップＳ３
）。選定した量子化ノイズ低減処理モデルは、例えば、信号がG.711規格により符号化／
復号化されたか、G.722規格により符号化／復号化されたかに応じて異なり得ることは、
以下に説明する好適な実施例でわかる。
【００４５】
　従って、信号を連続したブロック（又はステップＳ１では、ＴＲiで表す連続したフレ
ーム）で受信すると、選定したモデルに特有の量子化ノイズレベルが推定される（ステッ
プＳ４）。以下の例でわかるように、量子化ノイズレベルは、信号対量子化ノイズ比（Ｒ
ＳＢで表す）の計算に基づいて推定することが有利である。この情報ＲＳＢは、復号化し
た信号Ｓ*に依存するが、使用した符号化の種類にも依存する。従って、情報ＩＮＦを得
ることによって、符号化の先験的知識を信号Ｓ*の特定の統計的特性と組み合わせて、こ
の例では信号対量子化ノイズ比ＲＳＢを推定することができる。
【００４６】
　従って、このステップＳ４は、使用した符号器の種類の先験的知識を必要とし、この先
験的知識は、例えば、「符号器トランザクション」と称される符号器を宣言する手順中に
得ることのできる情報であり、取得されているものと仮定する。
【００４７】
　符号器の種類、その圧縮モデルの特性、及び量子化器Ｑの特性は、信号対量子化ノイズ
比の変化を、信号の特定の統計パラメータ、例えばその分散、パワースペクトル密度、又
は他のパラメータの関数として推定することを可能にする。信号対量子化ノイズ比と信号
の統計パラメータとのこうした関係には、符号器に特有の量子化則が働き、これらの量子
化則は少数の好適な実施例について以下に説明する。
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【００４８】
　必要な統計パラメータは、従来の大きさ（例えば分散）の推定器によって計算すること
ができる。これらの推定値の関数として、信号対量子化ノイズ比の推定値を外挿補間する
ことができる。これらの推定値は、時間フィールド又は周波数フィールド、あるいは（例
えばウェーブレットに変換された）他の時間－周波数フィールド内で、区別なしに作り出
すことができる。
【００４９】
　再び図２を参照すれば、次のステップＳ５は、受信した信号Ｓ*中の量子化ノイズを低
減するためのフィルタのパラメータを計算することから成る。信号対量子化ノイズ比を知
ることは、量子化ノイズ低減フィルタの式をそこから導出することを可能にし、以下、こ
のフィルタを「ポストフィルタ」（復号器の下流）と称する。具体的には、ノイズを低減
することを目的としたデジタルフィルタの表現式を導出することができ、このノイズの特
性（例えば、そのパワースペクトル密度）の大部分は先験的に知られ、このノイズのレベ
ルは、前のステップＳ４で得られた信号対量子化ノイズ比の推定値に基づいて決定される
。例えば、フィルタは周波数フィールド内で計算することができ、そしてあらゆる短期ス
ペクトル減衰技術（スペクトル減算法、ウィーナーフィルタ、又は他の技術）を適用する
ことができる。ステップＳ５におけるポストフィルタの計算は、時間フィールド又は周波
数フィールド、あるいは他の時間－周波数フィールド内で実行することができる。
【００５０】
　最後に、ノイズ低減処理ステップＳ６自体は、この例では、ステップＳ５で計算したポ
ストフィルタによる復号化信号Ｓ*のフィルタ処理を意味する。このステップＳ６は、応
用に関連する制約、及び前のステップにおける、パラメータＰＡＲ及び信号対量子化ノイ
ズ比ＲＳＢの推定のフィールドに応じて、時間フィールド又は周波数フィールド内で実行
することができる。このことは最後に、ステップＳ７における量子化ノイズの低減によっ
て処理されたフレームＴＲi’を与える。
【００５１】
　以下に説明することは、G.711規格による（「Ａ則」と称される欧州則による）符号化
／復号化のための本発明の好適な実施例である。
【００５２】
　従来の一次元信号のデジタル表現は、サンプルの一様（均一）量子化を用いる。従って
、量子化器の能力を超えなければ、信号対量子化ノイズ比ＲＳＢは、信号の分散

、ダイナミックレンジによって決まる飽和レベルｘmax、及び必然的に、サンプルを表現
するために使用するビット数ｂに依存し、次の形の表現式による：
【数１】

又はdBで表せば、
【数２】

大きさ
【数３】

は、「負荷率」と称されるパラメータを表し、量子化器のダイナミックレンジの信号によ
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る使用の質を定める。ここに、
　ｘmaxは、選定した量子化器によるサンプルの最大可能なデジタル振幅レベルであり、
　σxは、信号の標準偏差（分散の平方根）であり、サンプルの完結したブロック（又は
「フレーム」）について、このブロック上の信号の平均パワーＰmの平方根によって推定
することができる。
　式（１）は、このパラメータΓの値に大きく依存する。なお、特に、最大の信号対量子
化ノイズ比は、フルスケールの信号に対して得られ、信号の振幅が低下すれば急速に減少
する。
【００５３】
　一様量子化則の低いビットレートにおける限界は、信号の広いダイナミックレンジにつ
いては、信号対量子化ノイズ比が信号の分散にほとんど依存しない量子化則の開発をもた
らした。このことは実際には、G.711規格（欧州では「Ａ則」と称され、又、北米では「
μ則」と称される）による符号化のために、対数量子化則が達成することである。
【００５４】
　欧州で使用されているＡ則は、量子化したサンプルの値ｘに依存する表現式によって次
式のように定義される：
【数４】

【００５５】
　図３を参照すれば、圧縮則の第１の変化
【数５】

は直線的であり、一様量子化則を生じさせ、以下「一様変化」と称するのに対し、圧縮則
の第２の変化

【数６】

は対数的であり、以下「対数変化」と称する。
　欧州則は、Ａ＝８７．５６の値（数値的に式Ａ／(１＋lnＡ)＝１６を満足する）を用い
る。
【００５６】
　これらの観察に基づいて、Ａ則による圧縮について、信号対量子化ノイズ比を次のよう
に計算することができる。
【００５７】
　低強度の信号（圧縮則の一様部分）については、Ａ則は、１０log(Ａ／(１＋lnＡ))の
信号対量子化ノイズ比を与え、これは、同数の（量子化）レベル上で、一様量子化によっ
て得られるよりも（dB値が）大きく、その表現式は次式によって与えられる：
【数７】

（ｂ＝８について）
【００５８】
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　より大きい振幅の信号（圧縮則の対数部分）については、信号対量子化ノイズ比は一定
であり、（ｂ＝８ビットに対して）３８．１６dBである。すなわち、
【数８】

（ｂ＝８について）
【００５９】
　図４は、ｂ＝８ビットでのＡ則について、信号対量子化ノイズ比ＲＳＢの変化を表す。
直ちに識別されることは：
　第１の増加部分は、圧縮則の一様変化に対応し、
　次の部分は一定であり、圧縮則の対数変化に対応する。
【００６０】
　G.711規格による符号化によって導入される量子化ノイズの低減処理をするために、こ
の例では、次の２つの情報アイテムを使用する：
　上記の式（３）及び（４）によって与えられる信号対量子化ノイズ比、及び、
　当該情報によれば、この種の符号化については量子化ノイズが「ホワイトノイズ」であ
る、という周知の情報。
【００６１】
　量子化ノイズの低減処理を適用することは、これらの先験的情報アイテムの使用に基づ
く。このことは特に、負荷率Γの推定値を生成することを必要とし、量子化ノイズのパワ
ーは、下記のようにこのパラメータに依存する。
【００６２】
　図５を参照すれば、現在ブロックＴＲiの平均パワーＰmを推定し（ステップＳ５２）、
この値から、平均パワーの平方根の逆数として変化する負荷率Γを推定する（ステップＳ
５３）。特に、この例では、（一定の飽和レベルで）負荷率の分子ｘmaxが一定であるこ
とが考えられる。テストＴ５４では、負荷率Γとして見出した値を、次のように、圧縮則
の変曲点を規定する閾値ΓS（図４）と比較する：
　負荷率Γが：
　－２０log(Γ)＞－２０log(ΓS)＝３８．１６－６４．９７～＝－２７dB
であれば（テストＴ５４の出力にある矢印ｏ）、信号対量子化ノイズ比は、ステップＳ５
５で決定されるように一定であり、ＲＳＢM～＝＋３８dB（図４の平坦域）であり、
　さもなければ（テストＴ５４の出力にある矢印ｎ）、信号対量子化ノイズ比ＲＳＢは、
ステップＳ５６で決定されるように、次式（３）：
　ＲＳＢ＝ｆ(Γ)＝６５－２０log(Γ)[dB]
から描かれる負荷率の関数としての直線的変化により計算することができる。
【００６３】
　そして、ゲイン関数を評価して（ステップＳ５７）、ポストフィルタを適用する（ステ
ップＳ５８）。純然たる実例として、ゲイン関数ｇ(ＲＳＢ)としてウィーナーフィルタを
用意することができる。ウィーナーフィルタｆwの表現式は、その周波数依存性を当然考
慮して、前に計算した信号対量子化ノイズ比の値ＲＳＢによって次式のように与えること
ができる：
　ｇ(ＲＳＢ)＝ｆw ＝ＲＳＢ／(ＲＳＢ＋１)
　この例では、ＲＳＢの値はdBではなく自然数で表される。
【００６４】
　特に、信号対量子化ノイズ比の低い信号、従って振幅レベルの低い信号に対する（図４
における－２０log(Γ)＜－５０dBのような負荷率に対する）ノイズ低減処理を減らすこ
とは、随意的に次のものを用意することによって、有利に行うことができる：
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　ポストフィルタの閾値化、及び／又は、
　音声信号用の音声活性検出器（音声不活性期間中の量子化ノイズ低減のより軽い処理を
行う）。
【００６５】
　ここに示される処理の変形例は、連続ブロックによる処理ではなく、サンプル毎に量子
化ノイズを低減することであることが示される。この場合は、負荷率はサンプルの振幅の
レベルによって直接与えられ（振幅の平方根の逆数）、処理の残りは、以上で説明したこ
とと同様である。
【００６６】
　以下、本発明の、異なる符号化の種類への他の可能な適用、この例ではG.722規格によ
る符号化への適用を説明する。
【００６７】
　６４kbit/s デジタルチャネル上での電話会議用途向けに１９８８年に標準化されたITU
－T G.722符号化は、未だに非常に広く用いられている。これは３ビット階層的符号化／
復号化であり、６４、５６及び４８kbit/s である。その信号は、ＱＭＦ（Quadrature Mi
rror Filter：直交ミラーフィルタ）と称されるフィルタによって２つのサブバンドに分
割される。得られる２つのバンドはＡＤＰＣＭ（Adaptive Differential Pulse Code Mod
ulation：適応差分パルス符号変調）符号器を用いて符号化される。
【００６８】
　高域は、１サンプル当たり２ビットで符号化される。上記３つのビットレート間の相違
は、最高ビットレートについては１サンプル当たり６ビットで符号化される低域から来る
が、最終ビット又は最後２つのビットはデータ伝送用に取っておくことができる。
【００６９】
　最高ビットレートの品質は非常に良好であるが、48 kbit/s の最低ビットレートについ
ては、符号化ノイズが非常に耳につき、煩わしい。本発明の範囲内の量子化ノイズ低減処
理は、この場合に有利に適用することができる。
【００７０】
　既に、量子化ノイズの特性は、復号化信号に基づいて有効に推定することができる。図
６に示すように、量子化ノイズスペクトル（実線の曲線）は、信号スペクトル（破線）に
かかわらず常に平坦である。信号対量子化ノイズ比は、信号の平均パワー及びその性質に
依存する。図７では、信号対量子化ノイズ比ＲＳＢは、信号Ｓ*の平均パワーと高い相関
があることがわかる。図に示す例では、信号対量子化ノイズ比ＲＳＢは、８０サンプルの
セグメント上で推定される（１６kHz のサンプリング周波数については５ms ）。
【００７１】
　図８のドット群形式の表示は、８０サンプルのセグメントによって計算した信号の平均
パワー（横軸）と信号対量子化ノイズ比（縦軸）との相関を、さらに良好に例示する。
【００７２】
　この観察より、信号対量子化ノイズ比をセグメントの平均パワーＰmoyの関数として推
定するための第１の単純なルールを導出することができ（図８に破線で示す相関直線）、
次式によって与えられる：
　ＲＳＢ＝Ｐmoy－ＣＳＴ[dB]　　　　　（５）
　ここに、ＣＳＴは定数であり、図８の例では約１０dBである。
【００７３】
　この表現式よりわかることは、ここで実験的に決定された量子化ノイズの平均パワーは
、一定値ＣＳＴ＝１０dBであり、従ってこの値は信号の平均パワーとは無関係であり、こ
のため、信号対量子化ノイズ比ＲＳＢは実際には、信号の平均パワーと共に増加する。
【００７４】
　信号対量子化ノイズ比ＲＳＢの最良の推定値は、低い信号レベルに対して得られ、即ち
、信号対量子化ノイズ比ＲＳＢが低い際（従って量子化ノイズが最も耳につく）際に得ら
れる。しかし、特定のセグメントは、破線の十分下方に位置するドットを有し、従って、
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この単純なルールの使用は準最適である。しかし、これらのゾーンは、量子化ノイズが恐
らくは有効な信号によって既にマスクされている高い信号対量子化ノイズ比ＲＳＢに対応
することがわかっている。
【００７５】
　一般的には、それにもかかわらず、ここで適用される本発明の範囲内の処理は、量子化
ノイズの有利な低減を達成することがわかる。
【００７６】
　式（５）の単純なルールを用いれば、図９は、信号対量子化ノイズ比ＲＳＢの推定誤差
が６dBより大きく、かつ信号対量子化ノイズ比ＲＳＢ自体が２５dBより小さい信号のゾー
ン、即ち、予測器が量子化ノイズを過小推定する信号のゾーンを、グレー色の背景上に黒
色で表し、このことは量子化ノイズ低減処理の効果をより小さくする。しかし、これらの
ゾーンは無声信号セグメントに対応し、これらのセグメントでは、信号の本質的にノイズ
的な性質により、量子化ノイズはそれほどの障害ではない、ということが言える。
【００７７】
　図１０は、実験式（５）による、信号パワーに対するノイズパワーの図である。一点鎖
線は、ノイズパワーの推定値を表す。破線は、推定誤差が６dBより小さいゾーンを区切る
。実線の下側は、信号対量子化ノイズ比ＲＳＢが２５dBより大きい。黒色のドットは（他
のグレー色のドットに対して）図９の黒色のセグメントに対応する。
【００７８】
　このことは、復号化信号のエネルギーのみに基づく信号対量子化ノイズ比ＲＳＢの非常
に単純な推定値が、ＡＤＰＣＭ符号化／復号化にとって良好な結果を与えることができる
ことを示す。例えば、G.722復号器で使用されているＡＲＭＡ（Auto-Regressive Moving 
Average：移動平均自己回帰）フィルタの予測ゲインを考慮することによって、信号対量
子化ノイズ比ＲＳＢの推定値をさらに改善することができる。
【００７９】
　量子化ノイズのスペクトル形状及びそのエネルギーを知れば、本発明の量子化ノイズ低
減処理をこの種の符号化／復号化に有効に適用することができる。この例は、G.726規格
又はG.727規格の符号化／復号化のような同一ファミリーの他の種類の符号化／復号化に
とって、まさに明らかに有効である。
【００８０】
　当然、本発明は、一例として上述した実施例に限定されず、他の変形例に拡張される。
【００８１】
　従って、本発明の有利な応用は、適用する量子化則の特性を用いる、例えば特に欧州の
Ａ則によるITU-G.711規格符号器の量子化ノイズを低減することを目標とすることができ
ることが示された。具体的には、この応用では、量子化ノイズがホワイトノイズであり、
信号対量子化ノイズ比を推定することができ、これより、この量子化ノイズを低減するこ
とを可能にするゲイン関数を推定することができる。従って、本発明の有利な応用の目的
は、G.711規格符号器を広帯域（ITU-T SG16, G.711WB）に拡張する過程における量子化ノ
イズの低減にある。
【００８２】
　しかし、Ａ則の場合の処理は、一例として上記に挙げたものである。同様に、μ則の例
を記載することができる（米国で適用されているG.711規格の部分）。
【００８３】
　より一般的には、当該符号化／復号化の本質的特性を知れば、本発明は任意の種類の符
号化／復号化に適用される。
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【図１】

【図２】

【図３】

【図４】

【図５】

【図６】

【図７】

【図８】
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【図９】

【図１０】

【手続補正書】
【提出日】平成22年2月15日(2010.2.15)
【手続補正１】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１】
　量子化操作を適用する所定種類の符号化によって圧縮符号化し（ＣＯＤ）、その後に復
号化した（ＤＥＣ）信号を処理する方法において、
　前記復号化した信号、及び圧縮符号化の種類について先験的に得られた情報（ＩＮＦ）
に基づいて、前記圧縮符号化によって導入された量子化ノイズを推定するステップ（Ｓ４
）と、
　信号対量子化ノイズ比を推定するステップと、
　前記復号化した信号に推定量子化ノイズ低減処理（ＴＢＱ）を適用する（Ｓ６）ために
、前記復号化した信号に適用するフィルタリング関数を、前記推定した信号対量子化ノイ
ズ比に基づいて決定する（Ｓ５）と
を含むことを特徴とする信号処理方法。
【手続補正２】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項９
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項９】
　量子化操作を適用する所定種類の符号化によって最初に圧縮符号化し、その後に復号化
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した信号を処理する装置（ＴＢＱ）において、
　前記復号化した信号、及び圧縮符号化の種類について先験的に得られた情報（ＩＮＦ）
に基づいて、前記圧縮符号化によって導入された量子化ノイズ（ＢＱ）を推定する手段と
、
　信号対量子化ノイズ比を推定する手段と、
　前記復号化した信号に推定量子化ノイズ低減処理（ＦＩＬ）を適用する（Ｓ６）ために
、前記復号化した信号に適用するフィルタリング関数を、前記推定した信号対量子化ノイ
ズ比に基づいて決定する手段と
を備えていることを特徴とする信号処理装置。
【手続補正３】
【補正対象書類名】特許請求の範囲
【補正対象項目名】請求項１１
【補正方法】変更
【補正の内容】
【請求項１１】
　量子化操作を適用する所定種類の符号化によって最初に圧縮符号化し、その後に復号化
した信号を処理する装置（ＴＢＱ）のメモリに記憶されるように設計されたコンピュータ
プログラムにおいて、
　前記信号を処理する装置のプロセッサによって当該命令が実行されると、
　前記復号化した信号、及び圧縮符号化の種類について先験的に得られた情報（ＩＮＦ）
に基づいて、前記圧縮符号化によって導入された量子化ノイズ（ＢＱ）を推定するための
命令と、
　信号対量子化ノイズ比を推定するための命令と、
　前記推定した量子化ノイズを低減するフィルタ（ＦＩＬ）のパラメータ（ＰＡＲ）を計
算するための命令と
を含むことを特徴とするコンピュータプログラム。
【手続補正４】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００１４
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００１４】
　本発明に関する方法は、復号化した信号、及び圧縮符号化の種類について先験的に得ら
れた情報に基づいて、圧縮符号化によって導入された量子化ノイズを推定するステップと
、
　信号対量子化ノイズ比を推定するステップと、
　復号化した信号に推定量子化ノイズ低減処理を適用するために、復号化した信号に適用
するフィルタリング関数を、推定した信号対量子化ノイズ比に基づいて決定するステップ
と
を含む。
【手続補正５】
【補正対象書類名】明細書
【補正対象項目名】００２５
【補正方法】変更
【補正の内容】
【００２５】
　本発明の他の主題は、所定種類の符号化により最初に圧縮符号化し、その後に復号化し
た信号を処理する装置である。この装置は：
　復号化した信号、及び圧縮符号化の種類について先験的に得られた情報に基づいて、圧
縮符号化によって導入された量子化ノイズを推定する手段と、
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　信号対量子化ノイズ比を推定する手段と、
　復号化した信号に推定量子化ノイズ低減処理を適用するために、復号化した信号に適用
するフィルタリング関数を、推定した信号対量子化ノイズ比に基づいて決定する手段と
を備えている。
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